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１．｢116｣(営業・料金案内）に関する課題について(1)

｢116｣については従来より直接加入者を有する事業者各社自網内(※)の「電話

の新設・移転等の各種注文・問合せ（営業・料金案内）」番号として使用

(※)他社の営業・料金案内への接続については、6桁～10桁の着信課金番号等

を使用

「平成10年度 電気通信番号に関する研究会」において「1XY」番号の今後の在

り方に関し報告
その中で「営業・料金案内」については1XY番号を使用する優先度は低い（B

分類）が、「従来より利用者利便確保のために短桁で使用されており、当面(※)使
用可とする。」と整理

(※) 当面の具体的期間については記載なし

現在も引き続き各社自網内の同ｻｰﾋﾞｽ目的に使用

現在までの経緯
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１．｢116｣(営業・料金案内）に関する課題について(2)

自網内で｢116｣を利用する場合の番号付与（ﾀﾞｲﾔﾘﾝｸﾞ手順）について、公平性は

確保されている

しかし、各社自網内のみの接続であるため、ﾕｰｻﾞが｢116｣で接続できるのは加
入している事業者のみであり、自社営業・料金案内へのﾀﾞｲﾔﾘﾝｸﾞ桁数(3桁)と他
社営業・料金案内へのﾀﾞｲﾔﾘﾝｸﾞ桁数(6桁～10桁)においてﾕｰｻﾞの利便性が大き

く異なる

固定電話市場において99%がNTT東西殿がｼｪｱを確保している現状では、大多
数の電話加入者が「116｣で接続される窓口はＮＴＴ東西殿であり、実質的な公平

競争条件が整っているとは言えない

直収電話（当社「おとくﾗｲﾝ」、KDDI殿「ﾒﾀﾙﾌﾟﾗｽ」等）における競争等が本格化し

てきている状況において、営業・料金案内における実質的な公正競争条件が確保
されていないということは事業者の選択というﾕｰｻﾞの利便性を狭める恐れがある

各社のﾕｰｻﾞが自社の営業・料金案内への接続と同様のﾀﾞｲﾔﾘﾝｸﾞ手順で他社の営
業・料金案内に接続できる仕組みを検討すべきである

実質的な公正競争条件のために



4

２.営業･料金案内サービス用番号の運用に関する
見直しについての提案

NTT東西殿以外の事業者に対して営業・料金案内同ｻｰﾋﾞｽ提供のために新たな
「1XY」番号を付与し、他事業者から当該事業者に着信できるようにする

提案

※ 1XY番号の逼迫について

用途個数分類

１００

４７

４０

１３

合計

将来のための保留保留

優先度がＡ分類に準ずるものＢ分類

優先度が高いものＡ分類

<平成10年度番研報告書 ｢1XY｣番号の新たな利用指針より>

｢1XY｣番号の使用個数は全番号帯の50%強であり、ある一定の必要数の保留は必要であるが、

それ以外の番号は開放可能（割当方法は検討要）
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<参考>「平成10年度 電気通信番号に関する検討会報告書」(抜粋)

• ｢桁数が短いので、覚えやすい、ダイヤルしやすい」、｢1から始まるので特別なｻｰﾋﾞｽである
ことを想起しやすい」という1XY番号の特徴を活用する必要がある用途に利用する。

• 代替可能な番号空間のない、有限希少な1XY番号空間に収容するため、1XY番号を利用

する必要性が相対的に高い用途を優先する。

1XY番号の基本的な考え方

1XY番号を利用する必要性が相対的に高い用途（優先度の高いもの）「A分類」とそれ以外
のもの「B分類」とに分類

• A分類
広範囲の利用者により容易に認識できる必要があることから、1XY番号の3桁を事業者間

で統一して使用する。

• B分類
3桁目までを番号ごとに大枠で用途設定した上で、4桁化等によりできるだけ番号空間を拡

大して使用することとし、4桁目移行は事業者の創意工夫で使用する。
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<参考>「平成10年度 電気通信番号に関する検討会報告書」(抜粋)

加入者を直接収容する網で行われる処理

ｵﾍﾟﾚｰﾀへの接続 設備への接続

ｵﾍﾟﾚｰﾀを介した
呼接続

ｵﾍﾟﾚｰﾀ
への問合せ

呼接続に関する
付加的な処理
1XY(+0AB･･J等)

呼接続
特定者向け情報
の蓄積・再生
1XY(+0AB･･J等)

ｻｰﾋﾞｽ条件
の設定 その他

○ ×（注2) ○ ○ ○ ××

(注2) 営業・料金案内については、従来より利用者利便確保のため短桁で使用されており、当面使用可

とする。

<B分類の用途>

<A分類の用途>

(1) 緊急性、公共性、安全性の観点から重要な用途
(例) 緊急通報(警察、消防)、災害対応、ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ保護対応(発信番号通知)

(2) 基本的な電気通信ｻｰﾋﾞｽの利用に当たって容易な認識が必要となる用途
(例) 番号案内、故障受付

(3) 既に3桁の統一番号として広く認識がなされている用途
(例) 天気予報、時報、電報受付

(4) 事業者共通のﾌﾟﾚﾌｨｯｸｽとしての用途
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<参考>「平成10年度 電気通信番号に関する検討会報告書」(抜粋)

｢11Y｣の利用指針

消防機関への緊急通報Ａ１１９

海上保安機関への緊急通報Ａ１１８

時報Ａ１１７

営業・料金案内Ｂ１１６

電報受付Ａ１１５

話中調べＢ１１４

故障受付Ａ１１３

１１２

試験Ｂ１１１

警察機関への緊急通報Ａ１１０

利用方法分 類番 号

保留


